
 1 / 4 

障害者福祉システム等標準化検討会 合同ワーキングチーム（第１回）議事概要 

 

日時：令和４年５月 13日（金）9:35～11:00 

場所：日本コンピューター株式会社 東京本社セミナールーム A・B 及び WEB会議 

出欠（敬称略）： 

 

（構成員） 

出席 生田 正幸  関西学院大学大学院 人間福祉研究科 講師（非常勤） 

出席 後藤 省二  株式会社地域情報化研究所 代表取締役社長 

出席 森 健太朗  東京都福祉保健局障害者施策推進部精神保健医療課 課長代理 

出席 塩入 直美  東京都福祉保健局心身障害者福祉センター調整課 課長代理 

出席 岸田 洋二  東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課 課長代理 

出席 安達 美和子 東京都福祉保健局障害者施策推進部施設サービス支援課 課長代理 

出席 西野 朋子  大阪府障がい者自立相談支援センター地域支援課 総括主査 

出席 花川 毅   大阪府福祉部子ども家庭局家庭支援課 総括主査 

出席 松浦 孝史  大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課 総括主査 

出席 石井 麻里  大阪府こころの健康総合センター総務課 総括主査 

出席 宮田 宏之  小山市総務部情報政策課 主任 

出席 新宅 怜夫  千葉市保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課 主査 

出席 川口 徹   千葉市保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課 主事 

出席 山本 愛   船橋市健康福祉局福祉サービス部障害福祉課 主事 

出席 三津井 良季 船橋市健康福祉局福祉サービス部障害福祉課 主事 

出席 中村 航   船橋市健康福祉局福祉サービス部障害福祉課 主任主事 

出席 志村 憲一  船橋市健康福祉局福祉サービス部障害福祉課 主事 

出席 早崎 まり子 葛飾区政策経営部情報システム課 主任 

出席 飯塚 貴史  葛飾区政策経営部情報システム課 係長（代理出席） 

出席 飯間 翠   葛飾区福祉部障害福祉課 主事 

出席 大原 隆史  葛飾区福祉部障害福祉課 主事 

出席 杉谷 隆行  二宮町健康福祉部福祉保険課 主事 

出席 配島 大   二宮町健康福祉部福祉保険課 副主幹 

（オブザーバー） 

欠席 伊藤 豪一  デジタル庁 プロジェクトマネージャー 

出席 前田 みゆき デジタル庁 プロジェクトマネージャー 

出席 橋本 泰明  デジタル庁 地方業務システム標準化エキスパート 

出席 與那嶺 紗綾 デジタル庁 地方業務システム標準化エキスパート 

出席 丸尾 豊   デジタル庁統括官付参事官付 参事官補佐 

出席 水村 将樹  デジタル庁統括官付参事官付 参事官補佐 

出席 渡辺 裕美  デジタル庁統括官付参事官付 

出席 谷村 将生  総務省自治行政局住民制度課デジタル基盤推進室 事務官（代理出席） 

出席 巣瀬 博臣  厚生労働省政策統括官付情報化担当参事官室 室長補佐 
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出席 島添 悟亨  厚生労働省政策統括官付情報化担当参事官室 室長補佐 

           老健局介護保険計画課 社会・援護局障害保健福祉部企画課 併任 

出席 天野 吉臣  厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 課長補佐 

出席 井上 明子  厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 データ解析専門官 

出席 大橋 美咲  厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

 

【議事次第】 

１． 開会 

２． 標準仕様書 2.0版案の検討 

３． その他 

 

【議事概要】 

 

○葛飾区構成員 

・資料２「第１回WTの検討概要・2.0版案の対応概要」のP２～４において、公的給付支給等口座の対

応について説明があったが、最近では引越しワンストップサービスの話があがっている。今後、障

害者福祉システムの標準仕様書に反映する予定があるか確認させてほしい。 

 ⇒（事務局）今後、標準仕様書へ反映すべき機能として認識しているが、現時点では引越しワンス

トップ情報は住民記録システム担当課から紙媒体で連携され、障害者福祉システムに連携される

インターフェースが示されていないため、標準仕様書への記載をどのようにすべきか確認中であ

る。8月の第2.0版に間に合うかは今後の状況次第であるが、標準仕様書への反映は行う予定であ

る。 

 ⇒（デジタル庁）引越しワンストップサービスやぴったりサービスなど業務間にまたがって標準仕

様書に記載される内容については、各システムで記載内容を合わせるべきであるため、デジタル

庁にて各業務の標準仕様書について横並びでの確認を実施している。6月を目途に各システムへ対

応内容について調整をさせてもらう予定である。 

 ⇒（厚労省情参室）6月中旬頃には全国意見照会を行う予定であり、横並び精査の内容については、

2.0版案に反映させるようにしたいため、5月末から6月上旬頃までにはご提供をお願いしたい。 

 ⇒（デジタル庁）調整させていただく。 

 ⇒（事務局）デジタル庁からの依頼に基づき対応する。（検討課題一覧No314） 

 

○後藤構成員 

・（資料２「第１回WTの検討概要・2.0版案の対応概要」のP２～４）公的給付支給等口座の対応につ

いて、ゆうちょ銀行の記号・番号について追加の説明があったが、全国銀行協会で定められている

金融機関コード、支店コード、口座番号の体系とゆうちょ銀行の体系が異なっている。標準化の対

応を機に、体系の整合を図る必要があるのではないか。 

 ⇒（デジタル庁）利便性の向上や行政効率を向上させるためにも、引き続きデジタル庁にて検討す

る。 

 

○葛飾区構成員 
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・庁内でシステムの標準化を進めていた際にネックとなった課題について共有したい。国保中央会が

提供している国保の市町村事務処理標準システムのデータ連携についてであるが、業務データのみ

ならず、職員情報や金融機関情報、全国住所を取込むにあたり、取込み機能がないためカスタマイ

ズが必要との見解になっている。現在、進めている標準化ではカスタマイズができなくなるため、

システムを動かすための前提条件となる情報の連携も標準仕様書では考慮してほしい。デジタル庁

にて、各システムの標準仕様書について横並びで確認をされているとの話があったため、合わせて

検討をお願いしたい。 

 ⇒（デジタル庁）各システムの標準仕様書の横並びの確認の中で検討をさせていただく。また全国

住所についてはデジタル庁で統一方式を検討しており、提示予定であるため、準備が出来次第ご

連絡をさせていただく。 

 ⇒（厚労省情参室）職員情報についてはアクティブディレクトリの問題としてご意見をいただいた

ことから、各システムの横並び精査の観点もあるものの、ガバメントクラウドにおける職員認証

情報の取り扱いに関するものとも考えられる。このため、シングルサインオン機能、アクセス権

の一元管理など非機能要件に含まれる可能性がある。このため、非機能要件に係る共通基準仕様

としてデジタル庁からお示しいただき、検討する必要があると考える。 

 ⇒（デジタル庁）認証機能については統一できるように共通機能の中でどのようにすべきか提示し

たいと考えている。操作権限についてはシステム毎に異なると考えられるため、共通機能として

の提示は難しいと考えているが、全体的に整理し提示したい。 

  

○厚労省情参室 

・（資料２「第１回WTの検討概要・2.0版案の対応概要」のP９）手帳の旧姓併記について確認した

い。住民票においては旧姓を併記するかは本人の希望であると認識している。また、マイナンバー

カードでは、住民票に旧姓併記がある場合において、本人から希望があった場合に併記されると理

解しているが、旧姓を必要とする場合は必ず戸籍を確認しないと把握できないため、手帳へ旧姓を

記載する対象者は住民票に旧姓併記をしている対象者に限って対応する方針で問題ないか確認した

い。 

⇒（事務局）旧姓併記にするかどうかは、住民票の登録の際に窓口にて厳密に確認された上で、住民

記録情報として障害者福祉システムへ連携されてくるものと認識している。また、手帳へは旧姓を

一律印字するものではなく、本人希望を確認した上で印字するものと整理している。 

 

○後藤構成員 

・（資料２「第１回WTの検討概要・2.0版案の対応概要」のP10）追加帳票のタイトルについて「有期

認定届」との説明があったと思うが、対象の帳票は有期認定者が有期認定の期限を迎えるので診断

書を届出るための帳票である。そのため、手続きの内容がわかるようなタイトルにすべきではない

か。 

 ⇒（事務局）自治体からの意見として「有期認定届」と記載しているが、今回追加した帳票名は

「特別児童扶養手当障害状態再審査（診断）請求書」としている。また、帳票タイトルは自治体

にて変更も可能であるため、請求書や届出書など現在の運用にあわせて変更することも可能であ

る。 

 ⇒（後藤構成員）上記内容であれば問題ない。 
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○船橋市構成員 

・（参考資料２「全国照会の継続検討一覧」）障害福祉サービス（給付管理）の高額障害福祉サービ

ス費の年払いの意見について、4月の検討会時点では継続検討となっていたが、今回のWTでは対応し

ない回答となっていた。そのような結果になった経緯があれば教えていただきたい。また、本市と

しては対応を再度お願いしたい。 

 ⇒（事務局）高額障害福祉サービス費の年払いについて、事務局にていろいろと検討した結果、一

旦、年払いの対応はしないと判断をさせていただいた。今回の船橋市構成員の意見を受けて再度

検討をさせていただく。 

 ⇒（葛飾区構成員）葛飾区でも高額障害福祉サービスについては、船橋市と同様に年払いの事務を

実施している。そのため、年払いでの対応を葛飾区としてもお願いしたい。 

 ⇒（事務局）葛飾区でも同様の運用をされているとのことなので、船橋市構成員の意見とあわせて

対応を検討させていただく。（検討課題一覧No315） 

 

 

 

以 上 


